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序論 

第１章 策定の背景･趣旨 

本市はこれまで、昭和41年に「瀬戸市総合計画」を、昭和49年に「瀬戸市新総合計画」を、

昭和 59 年に「第 3 次瀬戸市総合計画」を、さらに平成 6 年に「第 4 次瀬戸市総合計画」を策

定し、以来これに基づいた行政運営を計画的に推進してきました。 

しかしながら、現行の第4次瀬戸市総合計画 基本計画の目標年次である平成17年を迎えて

新たな計画の策定が必要となることに加え、この 10 年近くの間に少子高齢化の進行や高度情

報化・国際化の進展、地球規模での環境問題の顕在化、経済成長の低迷、地方分権や市民協働

の進展など、社会状況が大きく変化する中、厳しさを増す本市の財政状況を踏まえた的確な対

応が求められています。 

こうした背景を踏まえ、21 世紀を展望した本市の目指す姿＝将来像 とそれを実現するため

に市民や行政が何をいかになすべきかを明らかにするため、新たな総合計画の策定を行うもの

です。 

 

第２章 総合計画の位置づけ 

総合計画については、地方自治法第2条第4項で「市町村は、その事務を処理するに当たっ

ては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構

想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」と規定されており、行政運営を計

画的に進めるための指針とされています。このため、総合計画は市の行政運営における最上位

の計画として位置づけられます。 

 

また、総合計画は行政運営の最上位計画であると同時に、瀬戸市という地域社会をつくって

いくための基本となる計画であり、市民と行政がともに地域社会づくりを行っていくための

「協定書」のような役割をもつものです。そのため、「どのような地域社会をつくるか」「市民

がどのような生活を送るか」といった市の望ましい姿を、市民と行政が協力して描くことが極

めて重要となります。 

第 5次瀬戸市総合計画においては、そうした市民と行政がともに目指す「社会の姿」を提示

するとともに、達成すべき明確な目標を掲げ、その実現のための道筋を明らかにすることとし

ました。 

さらに、目標に掲げた水準を達成できたかどうかを常に評価し、目標達成のために必要な行

動をしていく仕組みを計画の中に盛り込むこととしました。 

 

本市においては、「平成17年度末までに、瀬戸市の行政組織が、目標を共有し、役割分担と

創意工夫によって行動できるようになること」を経営改革のビジョンとして掲げ、これを目指

した取組を進めてきました。このため、今般の総合計画の策定過程全般を通じて、市民と行政
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が目標を共有し、役割分担・創意工夫による行動ができるようになることを実現することとし、

策定後については、計画に従った取組を進めていくものとします。 
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第３章 計画の構成 

第5次瀬戸市総合計画は、基本構想と基本計画、詳細基本計画により構成します。 

 

第１節 基本構想 

基本構想は、平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間を構想期間として、瀬戸市として

望ましい地域社会づくりの指針を示すものとし、以下の項目により構成します。 

(1) 社会動向と本市の将来像 

(2) 市民と行政が力を入れて取り組む項目 

(3) 市民と行政の役割分担 

(4) 行政の基本方針 

(5) 分野別の目指す社会の姿 

(6) 人口と土地利用 

 

第２節 基本計画・詳細基本計画 

基本計画と詳細基本計画は、それぞれ平成 18 年度から平成 27 年度までの 10 年間を計画期

間として、基本構想を実現するための、より具体的な目標や施策、事業計画を明らかにするも

のとします。なお、詳細基本計画については、計画期間を前期（平成18年度～平成20年度）・

中期（平成 21 年度～平成 23 年度）・後期（平成 24 年度～平成 27 年度）に分け、それぞれの

計画期間ごとに策定します。 

(1) 基本計画 … 目指す姿、成果目標、市民・行政が果たす役割 

(2) 詳細基本計画 … 施策体系、事業、事業費 

 

基本構想

(H18～H27) 

基 本 計 画 

（H18～H27） 

前期 

(H18～H20) 

詳 細 基 本 計 画 

中期 

(H21～H23) 

後期 

(H24～H27) 
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基本構想 

第１章 社会動向と本市の将来像 

 

  第１節 これまでの地域社会づくり 

    戦後から 1970 年代半ばにかけては、戦後復興と欧米の所得水準への到達を目標として、市

民の生活水準を一定の段階へ引き上げることが地域社会づくりの主眼となってきました。地方

自治体は、道路、鉄道など、主として経済や産業の基礎となる社会基盤の整備を積極的に推進

し、その結果、経済は高度に成長し、人口も増大しました。 

 

    その後も経済成長の持続により所得水準は向上し、さらなる公共サービスが求められ、地方

自治体においては、国の定めた制度の下に、教育施設や福祉施設などの生活基盤の整備に力を

注ぎました。 

    こうした状況における地域社会づくりは次第に国主導型となり、地方自治体は国への依存体

質を強め、住民は行政への依存体質を強めることになるとともに、行政主導による画一的な公

共サービスの提供を中心にしたものとなりました。 

 

    こうした地域社会づくりが進められ、また、一方で生活の豊かさを実感できるような、成熟

した社会が実現されるにつれて、市民の意識は変化を見せ始めてきました。例えば、「量から

質へ」、「画一性から多様性へ」、「依存から自主・自立へ」、「組織から個人へ」といったような

意識の多様な変化により、市民はこれまでの地域社会づくりでは、市民ニーズと実態の間にギ

ャップを感じ、必ずしも十分な満足感を得ることができなくなってきています。 
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  第２節 本市を取り巻く状況 

    １  人口の状況 

        日本の総人口は平成 18 年に 1 億 2,774 万人でピークに達した後、以後長期の人口減少

局面に入り、平成25年にはほぼ平成14年の人口規模に戻ると予測されています。その間、

老年人口の占める割合は増加し続け、平成27年には4人に1人が高齢者という、まさに超

高齢社会の到来が予想されています。 

        本市においても、全国的な予測と同様に人口減少と少子高齢化の進行が予想されていま

す。平成16年における高齢化率は、国の19.5％とほぼ同じ状況で18.2％となっており、近

隣の市町と比較しても高い水準となっています。 

 

  尾張旭市（14.8%）、豊明市（15.9%）、日進市（13.9%）、長久手町（10.3%）、東郷町（13.2%） 

                                          （出所：平成 16 年 あいちの人口（年報））

参考：高齢化率（平成 16 年）   
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  注） グラフ中の数値はいずれも国勢調査結果によるもの。ただし、平成17年度以降につい

ては、本市の数値は企画課による推計で、国の数値は平成14年1月の国立社会保障・人

口問題研究所による日本の将来推計人口（中位推計）を出所とした。 

 

 

    ２  経済の状況 

［経済の低成長］ 

    昭和 30 年から昭和 47 年までの高度経済成長期には、平均 9.3％の経済成長率をみせて

いた日本経済も、オイルショックを境に安定成長期に突入しました。昭和 60 年代から平

成にかけては、株価や地価などの資産価格が急騰し、いわゆる「バブル経済」が到来しま

した。バブル崩壊後の日本経済は、不良債権問題などの後遺症に喘ぎ、経済成長率も年率

平均1％台という低成長期を迎えました。今後もこの傾向は続くことが予想されています。 
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       本市の市内総生産※をみると、平成7年度の4,314億円をピークに減少傾向となっていま

す。また、その対前年度増加率（経済成長率）についても、平成 8 年度から 4 年連続のマ

イナス成長となっています。平成 12 年度と平成 14 年度については、プラス成長ではある

ものの、ピーク時の成長率には及んでいない状況となっています。 

※ 市内総生産：市内における企業などの生産活動によって生産された財貨・サービスの総額（産出額）

から原材料費など（中間投入額）を差し引いた付加価値額 

市内総生産・経済成長率の推移
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（出所：「平成14年度  あいちの市町村民所得」から企画課作成） 

 

［産業構造の変化］ 

わが国の産業構造は、経済の成熟化や国際化の影響を受け、産業構造･就業構造が製造業

からサービス業へとシフトしています。本市においても、産業分類別の従業者数をみると同

様の傾向がみられますが、地場産業である陶磁器産業が存在することから、県や国と比較す

ると、第2次産業の従業者数の構成比が高くなっています。 

       主力産業である工業に関しては、陶磁器産業の振興を図りつつ、産業の多角化を図るた

めに昭和44年から工業団地の造成にとりかかり、経済基盤を充実させてきました。 

       製造品出荷額等については、国の傾向とほぼ同様に、平成 9 年の約 3,765 億円をピーク

に年々減少し、平成15年は約3,116億円まで低下しています。陶磁器産業の製造品出荷額

等も、平成 10 年に約 797 億円であったものが、平成 15 年には約 546 億円まで減少しまし

た。 
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産業別従業者数の割合：瀬戸市
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（出所：各年国勢調査結果から企画課作成） 

産業別従業者数の割合：国・県
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            （出所：各年国勢調査結果から企画課作成） 
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製造品出荷額等の推移
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（出所：各年の工業統計から企画課作成） 

主要製造業の製造品出荷額等の割合の推移
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（出所：各年の工業統計から企画課作成） 

    ３  市の財政状況 

        少子高齢化が進行し、また、経済成長が望めない状況にあっては、市税収入は減少し、

福祉の分野に要する費用が増加していくことが予測されるため、市の財政状況はますます

厳しくなるものと考えられます。 

 

［税収の減少］ 

       本市の一般会計※１の歳入は、平成6年度には約291億円であったものが、平成15年度に

は約 366 億円と、この 10 年間で 1.25 倍になっています。自主財源※２比率は、平成 6 年度

の 73.9％から平成 15 年度には 63.1％に減少し、低下傾向となっています。とくに、自主

財源の根幹となる市税は、県内の他都市の状況と同様に、平成 6 年度には約 174 億円であ
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ったものが、平成9年度の約192億円をピークとして、平成15年度には約172億円となり、

10 年前の水準にまで低下してきています。なお、本市においては、市税に占める法人市民

税の割合が低いため、経済状況の影響をそれほど大きく受けていません。 

  また、市税のうち、個人市民税が平成 9 年度の約 77 億円をピークに、平     成 15 年度には

※１ 一般会計：福祉、教育、道路や公園の整備など、市の行政運営の基本的な経費を計上した会計 

 （出所：「各年度決算状況」から企画課作成） 

 

約 59 億円まで減少し、落ち込みが顕著になっています。人口減少、少子高齢社会を迎え、

個人市民税の減収に拍車がかかることが予想されます。 

※２ 自主財源：市の収入のうち、市税、使用料、手数料など市が自主的に徴収できる財源 

 

 

（出所：「各年度決算状況」から企画課作成） 
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［扶助費の増大］ 

       近年では、高齢化の進展や新たな福祉需要への対応などにより、生活保護や各種手当、

医療費などの扶助費や国民健康保険、介護保険などに要する費用の増大が顕著になってい

ます。 

       歳出のうち扶助費は、平成6年度には約27億円であったものが、平成15年度には37億

円となり、この10年間で37％増加しています。当該10年間の歳出総額の伸びが約22％で

あることと比較すると、扶助費の増加が著しいことが分かります。 

注） 平成12年度からは、扶助費の中に含まれていた介護保険費が介護保険事業特別会計に移
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（出所：「各年度決算状況」から企画課作成） 

 

行したため、扶助費はいったん減少しています。 

 

 

    ４  地方分権 

        平成 12 年の「地方分権一括法」施行を契機として、国から地方への権限委譲が進めら

れています。現在、こうした分権型システム構築のために、国庫補助負担金・地方交付税

の改革、税源移譲を含む税源配分の見直しなどの構造改革が進められています。住民サー

ビスを担う市町村にあっては、多くの事務が国や県から移管される中で、これまで以上に

政策的にも財政的にも自立した経営を行っていくことが求められます。 

 

 

    ５  市民の意識・市民活動 

     高まっています。平

成15年4月現在でボ ,791,612人にのぼり、

この24年間で約4. 拡大しています。また、平成10年 12月１日の「特定非営利活動

促進法（ 数

（認証数）は ものが、平成16年3月末現在16,160

団体へと飛躍的に増加しています（平成16年版の国民生活白書）。 

   社会が成熟化するにつれて、市民の社会への貢献意識や参加意識も

ランティア活動を行っている人の数は、全国で7

9倍に

ＮＰＯ法）」の施行以来、全国的にＮＰＯ法人が増えてきています。ＮＰＯ法人

平成12年3月末現在1,724団体であった
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      動振興センター 

                      「ボランティア活動年報 2003年」から企画課作成） 

展

向

県

と

、

様

      一方、本市においては、「第 5次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成16年 2

 

 

 

 

          （出所：（社福）全国社会福祉協議会全国ボランティア活

ボランティアの推移
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        このように市民活動が活発化する中で、地方公共団体がＮＰＯなどと協働して事業を

開する動きも多く見られるようになりました。内閣府の実施した「コミュニティ再興に

けた協働のあり方に関するアンケート」（2004 年）では、回答があったすべての都道府

で協働事業を実施しており、また市区町村についても約７割が協働事業を実施している

回答しており、協働事業が普及していることが分かります。今後は、いろいろな場面で

公共サービスの担い手が行政以外に拡大することにより、行政だけでは提供できない多

なサービスの提供が行われることが期待されています。 

 

  

月実施）」では、「家族同士で助けあう」「地域の清掃や廃品回収などの活動に参加する」

など、自らできることは自ら行うべきであると考えている市民が全体の9割程度に達しま

した。 

      また、同調査で「ＮＰＯ活動やボランティア活動に参加・協力する」ことについて、行

い

      さらに、平成17年 2月からは市民の自主・自発的な活動を促進し、これらの活動が活発と

  

うべきであると考えている市民が約７割を占めており、地域社会の一員として貢献した

とする市民が多いことが分かりました。 

  

なるための拠点として、パルティせとに「瀬戸市市民活動センター」を設置し、各種の相談や

情報収集や提供などを行い、市民の活動をより多面的にサポートしています。 

  なお、平成16年 4月 20日現在の瀬戸市内のボランティア登録者数は2,536人となって

おり、平成17年 4月 1日現在のＮＰＯ認証数は12件となっています。 

      

 11



 

 

    ６

      本市においては、これまで、経済成長を支え、また、生活の質の向上を図るために、道

      

  社会基盤整備の状況 

  

路や下水道、各種施設をはじめとした社会基盤整備を計画的に推進してきました。 

  とくに、2005年日本国際博覧会の開催を契機として、東海環状自動車道の開通や愛知環

状鉄道の複線化といった広域交通網の整備が図られています。また、パルティせとや瀬戸

蔵など、市民の交流と活力の舞台となる施設や関連する道路などを中心とした基盤整備を

進めてきています。 

  これからは、整備された社会基盤をいかに維持管理・更新していくかが重要となるとと

もに、それらを有効に利活用することが求

      

められます。また、豊かな市民生活を送るため

 

の社会基盤は、未だ十分に整備されているとはいえず、整備途上のものや新たな需要に対

し、適切に対応していくことも必要となります。 
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  第３節 これからの地域社会づくりの方向性 

 

    市民意識の多様化や、本市を取り巻く状況を踏まえた上で、今後の地域社会づくりの方向性

を次のように整理します。 

 

    これまでは、行政が主体となって、一定水準の社会基盤や生活の質を確保することに主眼を

置き、道路や下水道、各種施設をはじめとした社会基盤整備を計画的に推進し、公共サービス

を提供するといった地域社会づくりの手法がとられてきました。 

     

    しかしながら、少子高齢化や経済の低成長時代を迎え、社会が成熟化する中で、市民のニー

ズは多様化してきており、ごみやリサイクルなどの環境問題、地域における防犯力、災害時の

初期対応能力、地域における教育力など、これまでの行政が主体となって行ってきた地域社会

づくりでは対応しきれず、むしろ、市民の行動により効果的な解決が期待される課題が多くみ

られるようになってきています。行政は、引き続き整備された社会基盤整備の適切な維持管理、

更新などを担いますが、これまでの地域社会づくりの手法の継続では、今後の明るい未来はな

いといってもよいでしょう。 

 

    それでは、これからの時代には、どのような地域社会づくりが求められるのでしょうか。 

 

    最も大切なことは、「地域社会のあり方は地域が決め、地域が担う」ということです。 

 

    このような原則に基づいた新しい地域社会づくりを進めるためには、まず、行政がこれまで

担ってきた役割を転換することが必要です。行政主導で社会や市民生活の基盤を整備すること

から、整備された舞台の上で市民が自立し活躍できるように市民を支援することが、これから

の行政にとって重要な役割になると考えます。 

 

    また、市民が行動し、力を発揮することが必要となる場面がより多くなってきていることか

ら、より一層の力を発揮できるように、地域におけるつながりの重要性を見直し、再構築して

いくことが求められます。こうした活動に際しては、今後、退職するいわゆる団塊の世代の知

識や経験を有効に活用していくことも重要になると考えられます。

    例えば、地震などの災害時には初期活動が重要となりますが、最も早く現場に到着し、必要

な処置を的確に行うことができるのは現場にいる市民です。全国各地の災害現場で市民同士の

助けあいや多くのボランティアによる支援が重要な役割を果たしたことからも、市民が力を発

揮することが地域社会にとって極めて大切であることが分かります。 

    このように、市民がサービスの「受け手」だけではなく「担い手」にもなることは、社会が

成熟化し、市民ニーズが多様化・複雑化している時代においては、とくに重要となります。 

 

    地域を構成する主体は、行政のみならず、市民、ＮＰＯ、企業など様々です。そのため、こ
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れらの主体それぞれが地域社会づくりの主役となって力を発揮し、相互に理解しあい補完しあ

うことが、これからの基本的な方向性になるものと考えます。それにより、市民はより大きな

満足感を得ることができ、地域全体としてもより大きな成果を享受することができるからです。 

    また、このような「社会の仕組み」を構築することは、今後、どのように環境が変化したと

しても、それらに柔軟に対応し、市民の自立・安全・安心・自己実現を支え続けることを可能

とします。あらゆる主体が力を発揮できる社会の仕組みは、将来にわたって、本市の地域社会

にとって貴重な財産になるはずです。 
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＜これまで・・・＞ 

 

 

 

 

 

社会状況 
・社会基盤の未整備 

・社会の未成熟 

・高度経済成長 

・人口増加     など 

 

市民の価値観 
・量重視 

・画一性 

・依存 

・組織重視 

地域社会づくりの特徴 

○社会基盤の整備・生活の豊かさ

の向上（戦後復興・欧米の所得

水準への到達）が主目的 

○行政主導による地域の舵取り 

○画一的な市民ニーズに応える

ための画一的な公共サービス

を行政が担う 

対応できて
いた 

 

 

 

＜社会や市民の価値観が変化しているのに、 
これまでの地域社会づくりを進めると・・・＞ 

 

 

 

 

 

 

＜これからは・・・＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会状況 
・社会基盤の一定程度の充足

・社会の成熟化 

・経済低成長化 

・人口減少・少子高齢化など

 

市民の価値観 
・質重視 

・多様性 

・自主・自立 

・個人重視 

対応できな
くなる 

地域社会づくりの特徴 

○市民と行政による地域の舵取

り 

○多様化する市民ニーズに応え

るための多様な供給主体によ

る、柔軟できめの細かい公共サ

ービス 

 

 

公助中心 

地域社会づくりの特徴 

○市民と行政による地域の舵取

り 

○多様化する市民ニーズに応え

るための多様な供給主体によ

る、柔軟できめの細かい公共サ

ービス 

 

 

 

社会状況 
・社会基盤の一定程度の充足

・社会の成熟化 

・経済低成長化 

・人口減少・少子高齢化など 対応させ
るために
は 

 

市民の価値観 
・質重視 

・多様性 

・自主・自立 

・個人重視 

自助・共助・公助の
ミックス 

市民と行政の 

適正な役割分担 

目指す社会の姿
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  第４節 本市の将来像＝本市が目指す平成27年度の社会の姿 

 

    以上のようなことから、第5次瀬戸市総合計画で目指す社会の姿を、次のとおりとします。 

 

 

自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会  

 

 

 

  第５節 まちの姿 

 

    本市の将来像「自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会」が実現されたときには、

次のような「まちの姿」が生まれているものと考えられます。 

 

 

 

 
人々が集い、賑わい、躍動するまち＜交流＞ 

      人材、自然、歴史、文化、産業など、人を引き付ける魅力的な地域資源にあふれている瀬

戸市－この瀬戸市を舞台に、様々な人々が集い、出会い、ふれ合っています。そこでは、交

流拠点としての都市機能（交通基盤や情報基盤）が整い、経済、産業、技術、文化などさま

ざまな分野のモノや情報が行き交い、多彩な交流が生まれています。このような交流を通じ

て、市民や企業による経済活動や文化活動が活発に展開されており、賑わいがまちの活力と

なっています。 

      また市民は、地域社会を創る主役として、各々テーマをもって活躍しており、その輪を広

げながら、お互いに交流を深めています。知恵を出しあい、技術や能力を提供しあい、支え

あい、助けあいながら、いきいきと豊かに暮らしています。 

      このような多彩で活発な交流が、まちに賑わいと躍動感をもたらす「交流のまち」となっ

ています。 

 

 

 
市民が安全に、安心して暮らしているまち＜安全・安心＞ 

      性別、年齢、障害の有無などにかかわらず、高齢者、障害者、女性などを含む多くの市民

が安心して働くことができ、経済的に自立していると同時に、生きがいをもって、明るく健

やかに暮らすことができる地域社会となっています。また、家族や地域による子育て機能、

高齢者などの見守り機能が強化され、誰もが安心して子どもを産み育てられ、誰もが安心し

て生活していくことができる地域社会が形成されています。 

      また市民は、地域の安全は自らが守るという高い意識を持ち、お互いに協力して地域の防

災・防犯・救急対応能力を強化しています。これにより、火災・地震などの災害や、犯罪・
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事故などの危険に対して、いつでも生命・財産の安全を感じることができる地域社会となっ

ています。 

      自立した「個」が共に支えあい、安全・安心のための備えを行うことにより、市民が生涯

にわたって、安全に対する不安を感じることなく、住み慣れた地域や家庭で、やすらぎをも

って心豊かに安心して暮らすことができる「安全・安心のまち」となっています。 

 

 

 

 

市民が生涯を通じて力を育み、活かすまち＜学び＞ 

      市民は、「自立し、助けあう社会」の一員として、「たくましく生きる力と人を思いやる豊

かな心を兼ね備えた市民」でありたいと考えています。また、地域社会を創る主役としての

自覚と誇りをもち、「自ら考え、主体的に行動し、地域社会のために力を発揮できる市民」

でありたいと考えています。そのために、生涯を通じて学ぶ意欲を持ち続け、人として、市

民として、社会人としての力を育み、蓄える努力を続けています。 

      瀬戸市は、こうした「学び」を、いつでも、どこでも、誰でも実践することができるまち

となっています。家庭はもとより、地域、学校などでさまざまな「学び」の機会があり、す

べての市民が積極的に学び続けています。また、市民一人ひとりのもつ知識、技能、経験、

知恵を出しあい、世代を超えて学びあい、市民が互いに高めあう風土が醸成されています。 

      こうした「学び」を通じて蓄えた力を市民が惜しみなく発揮し、創造的な活動を行い、地

域社会に貢献し、互いに刺激を与え合っている、「学びのまち」となっています。 
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第２章 市民と行政が力を入れて取り組む項目 

    「自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会」を実現するためには、基本的な市民

の生活基盤が整えられている必要があります。 

    「第5次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成16年 2月実施）」の結果からも、「働

く場があり、経済的に自立して暮らすことができる地域社会」や「病気や障害、離別、子育て

中、介護中、高齢であっても暮らしが成り立つ地域社会」を構築する取組が、今後、とくに必

要となることが浮き彫りになりました。 

 

    このようなことから、以下の二つの項目を、市民と行政が協力して、とくに重点的に取り組

むこととします。 

 

①【自助の強化】働く場（雇用）があり、経済的に自立して、より豊かに暮らせ

るための戦略。 

②【共助の強化】もしものとき、自立するのに少し助けが必要なとき、安全・安

心に備えるときに、共に助けあうことができるようにするための戦略。 

 
イメージ 概要 

瀬戸市役所

自助 

共助 

公助 

・市民が自立し、自分の目標
に向けた努力をする。 

・市民が社会に貢献し、
お互いに助けあう。 

・公益のため、税
金を使って、市
役所が社会を良
くする活動をす
る。 
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第３章 市民と行政の役割分担 

    第 5 次瀬戸市総合計画で本市は、市民と行政が一丸となって、「自立し、助け合って、市民

が力を発揮している社会」の構築を目指します。そのためには、お互いの役割を新しい時代に

即して整理した上で、それぞれがその役割を果たしていくことが重要になります。 

 

  第１節 市民が果たす役割 

    「地域のあり方は地域が決め、地域が担う」との視点から、市民は、地域の本当の意味での

主役となって、まず、自立し、その上で、お互いに助けあい、社会に貢献することが必要とな

り、そうした役割を果たすことが期待されます。 

 

    そこで、市民の役割を以下のように整理します。 

 

【市民の役割】 

○自立し、自分の目標に向けた努力をする。 

○同時に社会に貢献し、お互いに助けあう。 

 

     

 

        「第 5次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成16年 2月実施）」では、「家族

同士で助けあう」「地域の清掃や廃品回収などの活動に参加する」など、自らができること

は自ら行うべきであると考えている市民が全体の9割程度に達しています。 

        また、同調査では、「NPO活動やボランティア活動に参加・協力する」ことについて、行

うべきであると考えている市民が約7割を占めており、地域社会の一員として貢献したい

とする市民が多いことがわかりました。 

        さらに、市民が考える「瀬戸市がこうなっているとよいと思われる状態」に関して、「将

来にわたって、市民の負担（税金や保険料など）が過度に増えることなく公共サービスが

受けられる」ことの対策必要度が全26項目中の第2位となっています。また、具体的な公

共的サービス提供のあり方として、「税や公的保険料の市民負担はできるだけ軽減し、市役

所が提供するサービスは必要最低限とし、それを超える部分については、市民の助けあい

や別にお金を払って NPO・企業などの提供するサービスを身近に利用できるようにする」

べきであると回答した市民が全体の39.0%と高くなっています。 

 

        このようなことから、市民は、市民負担の増加を伴うことなく、公共的サービスが持続

的に提供されるべきであり、そのためには公共的サービスの担い手を市民同士の助けあい

やNPO・企業などに広げるべきと考えていることが分かりました。 

 

◆ 市民が考える「市民の役割」 
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  第２節 行政が果たす役割 

    「自助・共助中心の社会の仕組み」は、この先、行政が使える経営資源がさらに減少し、ま

た、行政が果たす役割が小さくなったとしても、引き続き市民の自立・安全・安心・自己実現

を支えていくものとなります。したがって、そのような「社会の仕組み」への転換を推進する

ことが、行政（基礎自治体）としての責務であり使命であると同時に、行政こそが、その役割

を最も的確に果たすことができる主体であると考えます。 

 

    そこで、本市行政の役割を以下のように整理します。 

 

【行政の役割】 

○市民の力を引き出す。～自助・共助中心の社会の仕組みに転換する～ 

○行政が担うべき分野においては、効率的･効果的にその責任を果たす。 

 

 

 

 

 

 

 

効率化･改善による
公助のスリム化

市民の力を引き出す 

自助 共助 公助 

自助 共助 公助 

効率的･効果的に 
その責任を果たす 

自助･共助の拡大 

 

 

 

        「第 5 次瀬戸市総合計画策定に係る市民意向調査（平成 16 年 2 月実施）」では、市民

は行政の役割として、自助や共助で対応しきれない課題を担うこと、市民意向を反映させ

た運営を行うこと、明確な目標の下により効率的でより良いサービスを提供することの 3

点に、今後力を入れていく必要があると感じていることが明らかになりました。 

＜対策必要度が高かった項目＞ 

・ 「行政情報や地域情報が市民に分かりやすく提供されており、市民の意向が行政に反映

されている」 

・ 「行政は、市民に理解しやすい明確な目標を立て、より高い効率で、より良いサービス

を提供している」 

・ 「自立した生活や地域・家庭内で助けあう生活を基本に、そこでは対応しきれない課題

について行政が役割を果たす社会である」 

 

        こうした市民意向調査の結果を踏まえると、行政でしか担うことができない分野につい

て、これまで以上に効率的、効果的に公共的サービスを提供することに加えて、NPO・企業

を含む様々な主体が公共的サービスを主体的に担っていくことができるようにするための

新しい仕組みを構築していくことが、これからの行政に求められる役割だと考えられます。 

◆ 市民が考える「行政の役割」 

 20



 

 

【市民と行政がその役割を果たすと・・・】 

 

・行政が、公共サービスを積極的に民間へ開放し、一方、市民が積極的にそれらを事業として

受けることにより、コミュニティビジネスなどの起業機会が増え、それらが企業化されるこ

とにより働く場が増えたり、柔軟な仕事ができるようになります。また、その結果、経済的

に自立できたり、より豊かな生活を送ることができるようになります。 

・子育てが終わり時間にゆとりがある人が、子育ての経験を活かして子育て中のお母さんを助

ける、火災や地震などの際に消防車や救急車が着くまでに近所同士で対処する・・・こうい

った助けあいが、安全で安心な生活を送ることを可能にします。 

・このような助けあいによって、行政が提供するよりも、きめの細かい公共的サービスを得る

ことができるようになります。 

・そして、行政のサービスメニューが見直されて真に市民が求めるものに絞られたり、サービ

ス提供主体が変わったりすることで、小さな行政が実現され、市民は税負担の増加なく、よ

り多様なサービスを受けられるようになります。 

・こうしたことにより、自分の住む地区のことは自分たちで決めて実行するという、真の自治

が可能になります。 

・結果として、市民が安心し自信と誇りを持って自己実現できる地域となります。 
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第４章 行政の基本方針 

  第１節 行政の基本方針 

   市民と行政が目標を共有し、役割分担をしていくためには、市民と行政が同じ土俵に立ち、

コミュニケーションを図ること、そして、お互いに信頼し、協力しあうことが重要です。そこ

で、行政としては、積極的な情報提供を行い、市民との情報共有を徹底していくことを基本的

姿勢としていきます。 

  その上で、前章で整理した「行政の役割」を効果的・効率的に果たすため、以下の４つの基

本方針に基づいて行政運営を行います。 

 

① 市民の力を引き出し、自助・共助中心の社会の仕組みに転換する。行政は

その転換を計画的に推進することを使命とし、優先する。 

② 小さくて効率的な市役所を目指す。市民・NPO・企業が実施主体となるこ

とができるものについては、積極的に委ねる。 

③ 事後対策より事前の予防に力を入れる。 

④ 施設は建設するより利活用することに力を入れる。 

 

 

  第２節 行政の持つ資源の配分方針 

    上記の基本方針に基づき、行政としての役割を確実に果たしていくための経営資源（人・も

の・金）の配分については、次の方針で行います。 

 

① 重点戦略である自助・共助の強化支援に、優先的に経営資源の配分を行う。 

② 行政しか担えない分野、行政が責任を持って供給すべきサービス分野、今

まで行政中心で担ってきた分野については、厳しく精査し、基本的に行政

の経営資源の配分を縮小する中で、効率化・創意工夫・「市民・NPO･企業

との役割分担」を行うことで、より大きな成果を追求する。 

③ 社会状況の変化により必要度が薄れた分野からは計画的に撤退する。

 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自助 
・市民が自立

し、自分の目
標に向けた
努力をする。

共助
・市民が社会
に貢献し、
お 互 い に
助けあう。

瀬戸市役所 公助 ・公益のため、
税金を使っ
て、市役所
が社会を良
くする活動
をする。 

自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会 

行政が担うべき
分野において、
効率的･効果的
にその責任を果
たす。 

市民の力を引き出す 
～自助・共助中心の社会
の仕組みに転換する～ 
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第５章 分野別の目指す社会の姿 

    第 5次瀬戸市総合計画で本市は「自立し、助け合って、市民が力を発揮している社会」の構

築を目指しますが、それぞれの分野における目指す姿は以下のとおりです。 

 

  第１節  市民の交流と活力            

    ・  やきもの文化を中心として多様な交流が生まれ、賑わいと活力にあふれる産業観光都市。 

    ・  工業、商業などの産業が発展し、働く場や就業しやすい環境が整い、市民がより豊かな

生活を送っている社会。 

    ・  地域の課題を自ら解決するための市民活動や国際交流事業が活発に展開されるとともに、

男女がともに個性と能力を生かすことができる社会。 

 

  第２節  市民の安全                  

      市民が自ら防災・防犯・交通安全に対する意識を向上させ、地域の防災力や防犯力が高ま

るとともに、行政が消防体制を整えることにより、日々の暮らしに安全と安心を感じること

ができる社会。 

 

  第３節  市民の教育 

    ・  地域全体で子どもの教育に携わることにより、豊かな人間性と学ぶ力のある子どもが育

っている社会。 

    ・  文化や歴史が継承されるとともに、市民が自ら学び、お互いに学びあい、自己を高め、

社会に貢献している社会。 

 

  第４節  市民の健康と福祉                  

    ・  市民自らがより良い生活の実現に努め、持てる力を発揮し、「地域の力」で支えあって

いる社会。 

    ・  次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会。 

    ・  健康な市民が多数いる社会。 

    ・  高齢者や障害者など生活支援が必要な市民が地域で支えられながら自立した生活を営む

ことができる社会。 

 

  第５節  都市の基盤 

      市民が道路や水道、下水道など計画的に整備された都市基盤により、緑多い良好な住環境

のもと、安全に安心で快適な生活を送っている社会。 
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  第６節  都市の環境と市民の生活 

    ・  市民、事業者、行政が一体となって環境の保全と向上に取り組み、豊かな自然環境と快

適な生活環境が守られている社会。 

    ・  生活交通や衛生的な生活環境が維持されるとともに、行き届いた行政窓口サービスが提

供され、市民が便利で快適な生活を送っている社会。 

 

  第７節  都市の経営管理                

    ・  市民との協働や役割分担のもと、健全な財政運営や適正な人事管理などにより、効率的・

効果的な行政経営が行われ、最小の経費で最大の市民サービスが提供されている社会。 

    ・  個人情報が安全に管理されているとともに、情報通信基盤やシステムなどの整備により、

市民が必要な情報を得ることができ、便利で安心安全な生活を送っている社会。 
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第６章 人口と土地利用 

    第 5次瀬戸市総合計画を実行していく上での人口と土地利用の考え方について、以下のよう

に整理します。 

 

  第１節  人口 

        本市の人口は昭和 40 年代後半に大規模な住宅開発が進み、大幅に増加しました。その

後、昭和60年代前半に一時減少する年もありましたが、近年では増加傾向を示しています。 

        今後は、日本の総人口が平成 18 年にピークに達した後、減少することが予測されてい

ますが、第５次瀬戸市総合計画の計画期間中に展開する各種施策の実施効果を見込み、本

市の将来人口を以下のように設定します。 

 

年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

総人口 131,650 人 132,500 人 132,300 人 131,200 人 

 

 

  第２節  土地利用 

        土地は限られた資源であるとともに、市民生活や産業経済活動の基盤であり、地域の発

展や市民生活に深い関わりを持つ貴重な資源です。 

        このため、土地利用にあたっては、本市の持つ豊かな自然と歴史、伝統、文化を生かす

とともに、今後の社会経済状況を踏まえ、長期的かつ総合的な視点から計画的な活用を図

っていく必要があります。 

        こうした考え方に基づき、豊かな自然環境を生かす「森林ゾーン」、農業基盤を維持し、

農地の有効利用や田園景観の保全を進める「農業ゾーン」、快適な居住環境の創出や秩序あ

る健全な市街地を進める「一般市街地ゾーン」、活力ある産業基盤を形成する「工業系市街

地ゾーン」、地場産業を支える「産業資源採取地」、活力と交流を生み出す拠点を形成する

「交流拠点」の各ゾーンに分けて、計画的な土地利用を進めていきます。 
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 第 ５ 次 瀬 戸 市 総 合 計 画  基 本 構 想 の 構 成 

 【目指す姿】
市民との協働や役割分担のもと、健全な財政運営や適正な人事管理などにより、効
率的・効果的な行政経営が行われ、最小の経費で最大の市民サービスが提供されて
いる社会。また、個人情報が安全に管理されているとともに、情報通信基盤やシス
テムなどの整備により、市民が必要な情報を得ることができ、便利で安心安全な生
活を送っている社会。 

分野７ 都市の経営管理 

背 景 
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上
に
形
成
さ
れ
る
、
真
の
市
民
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○
行
政
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導
か
ら
市
民
・
地
域
主
体
、
市
民
・
地
域
・
行
政
協
働
へ 

 
 

自
立
し
、
助
け
合
っ
て
、
市
民
が
力
を
発
揮
し
て
い
る
社
会 

重点戦略 
①
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】
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く
場
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て
、
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る
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②
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助
の
強
化
】
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と
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自
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す
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の
に
少
し
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が
必
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と
き
、
安
全
・安
心
に
備
え

る
と
き
に
、
共
に
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役割分担 

市民の役割 
○自立し、自分の目標に向けた

努力をする。 
○同時に社会に貢献し、お互い

に助け合う。 

行政の役割 
○市民の力を引き出す。～自

助・共助中心の社会の仕組み
に転換する～ 

○行政が担うべき分野におい
て、効率的・効果的にその責
任を果たす。 

行政の基本方針 

①市民の力を引き出し、自

助・共助中心の社会の仕組

みに転換する。行政はその

転換を計画的に推進するこ

とを使命とし、優先する。

②市民・NPO・企業が実施主

体となることがふさわしい

ものについては、積極的に

委ねる。小さくて効率的な

市役所を目指す。 

③事後対策より事前の予防に

力を入れる。 

④施設は建設するより利活用

することに力を入れる。

目指す 
社会の姿 

 【目指す姿】
市民が自ら防災・防犯・交通安全に対する意識をもつことにより、地域の防災力や
防犯力が高まるとともに、行政の消防体制が整うことにより、日々に暮らしに安全
と安心を感じることができる社会。 
 

分野２ 市民の安全 

【目指す姿】
地域全体で子どもの教育に携わることにより、豊かな人間性と学ぶ力のある子ども
が育っている社会。文化や歴史が継承されるとともに、市民が自ら学び、お互いに
学びあい、自己を高め、社会に貢献している社会。 

分野３ 市民の教育 

 【目指す姿】
市民自らがより良い生活の実現に努め、持てる力を発揮し、「地域の力」で支えあ
っている社会。次世代を担う子どもが健やかに生まれ育つ社会。健康な市民が多数
いる社会。高齢者や障害を持つ人など生活支援が必要な市民が地域で支えられなが
ら自立した生活を営むことができる社会。 

分野４ 市民の健康と福祉 

 【目指す姿】
市民が、道路や水道、下水道など計画的に整備された都市基盤により、緑多い良好
な住環境のもと、安全に、安心で快適な生活を送っている社会。 

分野５ 都市の基盤 

 
【目指す姿】
市民、事業者、行政が一体となって環境の保全と向上に取り組み、豊かな自然環境
と快適な生活環境が守られている社会。生活交通や衛生的な生活環境が維持される
とともに、行き届いた行政窓口サービスが提供され、市民が便利で快適な生活を送
っている社会。 

分野６ 都市の環境と市民の生活 

 【目指す姿】
やきもの文化を中心として多様な交流が生まれている、賑わいと活力にあふれる産
業観光都市。工業、商業などの産業が発展し、働く場や就業しやすい環境が整い、
市民がより豊かな生活を送っている社会。地域の課題を自ら解決するための市民活
動や国際交流事業が活発に展開されるとともに、男女がともに個性と能力を生かす
ことができる社会。 

分野１ 市民の交流と活力 

基本フレーム ①人口             ②土地利用 

 
 

人々が集い、賑わい、躍動するまち 
＜交流＞

 

市民が安全に、安心して暮らしているまち
＜安全･安心＞

市民が生涯を通じて力を育み、活かすまち
＜学び＞ 

まちの姿 
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